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２ 過去の金融分野における事件 

件   名 

（措置年月日） 
内  容 関係法条 

ドイツ証券株式会社に対する

件  

平成２９年３月１５日 

（警告） 

 他の証券会社との間で，欧州国債について，継続

して，我が国に所在する顧客からの引き合いに関す

る情報，価格に関する情報等を交換するなどし，ま

た，他の証券会社と共同して，欧州国債のうち我が

国に所在する顧客が電話取引により複数銘柄に対

する見積価格の提示を求める方法で売買の発注を

行うものについて，受注予定者を決定し，受注予定

者が受注できるようにしていた疑い。 

独占禁止法第３条 

（不当な取引制限

の禁止） 

平成１７年（勧）第２０号 

株式会社三井住友銀行に対す

る件 

平成１７年１２月２６日 

自行と融資取引関係にある事業者であって，その

取引上の地位が自行に対して劣っているものに対

して，融資に係る手続を進める過程において，金利

スワップの購入を提案し，金利スワップを購入する

ことが融資を行うことの条件である旨又は金利ス

ワップを購入しなければ融資に関して不利な取扱

いをする旨を明示又は示唆することにより金利ス

ワップの購入を要請し，金利スワップの購入を余儀

なくさせている。 

独占禁止法第１９

条（平成２１年改

正前の一般指定第

１４項〔優越的地

位の濫用〕） 

（注） 

平成１６年（勧）第１９号 

株式会社百十四銀行ほか５社

に対する件 

平成１６年７月２７日 

香川県信用農業協同組合連合会，香川県農業協同

組合等の香川県所在の金融機関６社が共同して，そ

れまで徴収していなかった学費システムによる給

食費，ＰＴＡ会費等の学校諸費の口座振替に係る手

数料を，幼稚園，小学校，中学校等から徴収するこ

ととし，学費システムに係る口座振替手数料を決定

している。 

独占禁止法第３条 

（不当な取引制限

の禁止） 

平成３年（勧）第２０号 

野村證券株式会社に対する件 

平成３年１２月２日 

顧客との取引関係を維持し，又は拡大するため，

一部の顧客に対し，昭和６２年から平成３年にかけ

て損失補填等を行っていた。 

独占禁止法第１９

条（一般指定第９

項〔不当な利益に

よる顧客誘引〕） 

（注） 

平成３年（勧）第２１号 

大和證券株式会社に対する件 

平成３年１２月２日 

平成３年（勧）第２２号 

日興證券株式会社に対する件 

平成３年１２月２日 

平成３年（勧）第２３号 

山一證券株式会社に対する件 

平成３年１２月２日 

 （注）一般指定とは，不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）を指す。 
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３ 参照条文 

○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄） 

（昭和二十二年法律第五十四号） 

 

〔定義〕 

第二条 （略） 

②～⑤ （略） 

⑥ この法律において「不当な取引制限」とは，事業者が，契約，協定その他何らの名義をも

つてするかを問わず，他の事業者と共同して対価を決定し，維持し，若しくは引き上げ，又

は数量，技術，製品，設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し，

又は遂行することにより，公共の利益に反して，一定の取引分野における競争を実質的に制

限することをいう。 

⑦～⑨ （略） 

 

〔私的独占又は不当な取引制限の禁止〕 

第三条 事業者は，私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 

 

（排除措置） 

第七条 （略） 

② 公正取引委員会は，第三条又は前条の規定に違反する行為が既になくなつている場合にお

いても，特に必要があると認めるときは，第八章第二節に規定する手続に従い，次に掲げる

者に対し，当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを

確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし，当該行為がなくなつた日から五

年を経過したときは，この限りでない。（略） 

 

（課徴金，課徴金の減免） 

第七条の二 （略） 

①～㉖ 

㉗ 実行期間（第四項に規定する違反行為については，違反行為期間）の終了した日から五年

を経過したときは，公正取引委員会は，当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることがで

きない。 


